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児童福祉 
 

児童福祉法第１条において，全ての児童は「適切に養育されること」「生活を保障されること」

「愛され，保護されること」「心身の健やかな成長及び発達並びに自立が図られること」「その他

の福祉を等しく保障されること」等の権利を有していると明記されております。 

第２条においては，全ての国民は，児童が心身ともに健やかに育成されるよう努めなければな

らないと規定され，その責任を保護者とともに，国及び地方公共団体に課しています。 

 

１．家庭児童相談室 

 下記の相談件数の表は，ひたちなか市において平成３０年度から令和４年度に受けた新たな相

談の件数を計上したものです。 

相談内容は，養護相談が全体の９０％以上と高い割合を占めています。養護相談の内訳としま

しては，虐待に関する相談が半数以上となり，虐待相談以外のその他の相談としましては，家族

関係の悩み，保護者の疾患等に関する相談や経済不安となっており，これらの問題が複合化して

いる相談も増えています。 

相談件数は平成３０年度の３１１件から令和元年度は２９４件，令和２年度は２２３件，令和

３年度は２１４件と減少傾向となっておりましたが，令和４年度は３６３件と大幅に増加してお

ります。 

 

新規件数（表１） 

種別 
新規件数 

H30 R1 R2 R3 R4 

養護相談 
児童虐待相談           (1) 139 125 102 115 233 

その他の相談           (2) 87 113 85 62 99 

保健相談 保健相談               (3) 1 2 0 1 1 

障害相談 

肢体不自由相談         (4) 1 0 0 0 0 

視聴覚障害相談         (5) 1 0 0 0 0 

言語発達障害等相談     (6) 8 0 1 0 1 

重症心身障害相談       (7) 0 0 0 0 0 

知的障害相談           (8) 1 2 0 0 0 

発達障害（自閉症等）相談 (9) 3 7 3 11 7 

非行相談 
ぐ犯行為等相談        (10) 1 0 0 0 0 

触法行為等相談        (11) 0 0 0 0 0 

育成相談 

性格行動等相談        (12) 32 13 10 9 3 

不登校相談            (13) 4 7 8 4 3 

適性相談             (14) 1 0 0 0 0 

育児・しつけ相談      (15) 6 13 5 3 6 

その他の相談 その他の相談          (16) 26 12 9 9 10 

計 計           (17) 311 294 223 214 363 

  ※平成３０年度から，面前ＤＶの計上方法を変更した。
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２．子育て短期支援事業 

ひたちなか市では，保護者の疾病等により，一時的に家庭で児童を養育することが困難となっ

た場合に利用できる制度として，児童福祉施設等において短期間，児童の養育を行う子育て短期

支援事業を実施しています。 

下の表は，現在ひたちなか市が子育て短期支援事業の養育施設として契約している施設等の一

覧です。児童福祉法の改正により，子育て短期支援事業の受入れ先として里親への委託が可能と

なったことから，里親による短期養育も行っております。 

（令和５年４月１日現在） 

区  分 施 設 名 称 所 在 地 

乳児院 日本赤十字社  

茨城県支部乳児院 

水戸市小吹町 2673-1 

同仁会乳児院 高萩市肥前町 1-80 

さくらの森乳児院 つくば市高崎 802-1 

児童養護施設 チルドレンズ・ホーム 那珂市額田北郷 771-1 

石崎学園 茨城町上石崎 4698-2 

内原和敬寮 水戸市小林町 1186-84 

つくば香風寮 つくば市高崎 802-1 

臨海学園 高萩市肥前町 1-80 

同仁会子どもホーム 高萩市秋山 712-1 

みどり園 水戸市開江町 1069-7 

誉田養徳園 常陸太田市瑞龍町 1425 番地 

日照養徳園 日立市川尻町 4-20-12 

樹学園 茨城町小幡 2765-4 

里親 市内里親２家庭 ひたちなか市内 
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３． 保育所 

就学前の幼児及び乳児の保育にあたるべき保護者が，保育できない状況にあるとき，かわって

保育することを目的とした施設です。 

入所にあたっては，当該世帯の市町村民税所得割額の課税額に応じて保育料が決定されます。 

国の基準では，所得階層を段階に分けて徴収することになっていますが，当市では段階を細分

化するとともに，国基準よりも金額を低く設定するなど，保護者に対する軽減策を講じています。 

 

（１）市内の保育所の所在地及び定員等（表３） 

別 保 育 所 名 所 在 地 
利用 

定員 
保育児の年齢 

公 

立 

東石川保育所 東石川 1475 120 満 3 ヶ月から就学前の子ども 

つだ保育所 津田 1950-1 140 満 3 ヶ月から就学前の子ども 

那珂湊第一保育所 西十三奉行 13214-2 90 満 6 ヶ月から就学前の子ども 

那珂湊第二保育所 平磯町 304 60 〃 

高野いろは保育所 高野 216-1 19 満 3 ヶ月から 2 歳児の子ども 

私 
 
 
 

 
 
 
 

立 

勝田保育園 東石川 3-5-1 110 満 8 ヶ月から就学前の子ども 

前渡ふたば保育園 馬渡 674-2 75 産休明けから就学前の子ども 

つくし学園 馬渡 2895-20 135 〃 

はなのわ保育園 西光地 1-6-3 90 〃 

勝田すみれ保育園 枝川 2560 100 満 6 ヶ月から就学前の子ども 

たんぽぽ保育園 中根 4506-1 100 産休明けから就学前の子ども 

たかば保育園 高場 1615 340 〃 

なかや保育園 佐和 612-3 130 〃 

勝田あすなろ保育園 武田 901-2 220 〃 

清心保育園 高野 1782-5 270 〃 

堀川保育園 八幡町 5-14 200 〃 

平磯保育園 平磯町 5042 135 〃 

湊保育園 湊中央 1-7-17 60 満 3 ヶ月から就学前の子ども 

柳沢保育園 柳沢 454-3 110 産休明けから就学前の子ども 

野いちご保育園 大成町 12-2 80 〃 

金上保育園 金上 1235-1 90 〃 

海の子保育園 磯崎町 4625-10 90 〃 

おーくす佐野保育園 稲田 606-1 120 〃 

あずみの森保育園 中根 3327-3 120 〃 

合     計 3,004  

※定員は令和４年４月現在の利用定員，産休明けは生後 56 日以降 
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（２）保育料   

令和５年度保育料基準額表 

階層区分 世帯の定義 

保育料（月額：円）  

保育標準時間 保育短時間  

3 歳未満児 3 歳未満児  

第１ 生活保護世帯等 ０ ０  

第２ 
ア 市町村民税が非課税の世帯 

０ ０  

０ ０  

イ アに該当する世帯のうちひとり親世帯等 ０ ０  

第３ 

ア 市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 
９,０００ ８,８００  

４,５００ ４,４００  

イ アに該当する世帯のうちひとり親世帯等 
５,０００ ４,９００  

０ ０  

第４ 

市町村民
税所得割
課税額が
右の区分
のいずれ
かに該当
する世帯 

ア 
48,600 円未満 

１２,０００ １１,７００  

 ６,０００ ５,８５０  

イ アに該当する世帯のうちひとり
親世帯等 

６,０００ ５,８００  

 ０ ０  

第５ 

ア 48,600 円以上 
62,000 円未満 

１８,０００ １７,６００  

 ９,０００ ８,８００  

イ アに該当する世帯のうちひとり
親世帯等 

６,０００ ５,８００  

 ０ ０  

第６ 

ア 62,000 円以上 
77,101 円未満 

２６,０００ ２５,５００  

 １３,０００ １２,７５０  

イ アに該当する世帯のうちひとり
親世帯等 

６,０００ ５,８００  

 ０ ０  

ウ 77,101 円以上 
97,000 円未満 

２６,０００ ２５,５００  

 １３,０００ １２,７５０  

第７ 
 

97,000 円以上 
136,000 円未満 

３６,０００ ３５,３００  

 １８,０００ １７,６５０  

第８ 
 

136,000 円以上 
169,000 円未満 

４１,０００ ４０,３００  

 ２０,５００ ２０,１５０  

第９ 
 

169,000 円以上 
301,000 円未満 

５３,０００ ５２,０００  

 ２６,５００ ２６,０００  

第１０ 
 

301,000 円以上 
397,000 円未満 

５５,０００ ５４,０００  

 ２７,５００ ２７,０００  

第１１ 
 

397,000 円以上 
５７,０００ ５５,９００  

 ２８,５００ ２７,９５０  

※３歳以上児の保育料は無料となります。    

※上段の額が保育料となりますが，同一世帯から２人以上保育所（園）または幼稚園等に入園している場合は，２人目は 

  １／２軽減となる下段の額，３人目以降は無料となります。   

※ひとり親世帯等とは，母子・父子世帯，同世帯に障害をお持ちの方がいる世帯をいいます。  

※上記の表の金額にかかわらず，所得割課税額 57,700 円未満の世帯については，小学校就学以降の子どもを含めて 

 ２人目は１／２軽減となり，３人目以降は無料となります。ただし，ひとり親世帯等については所得割課税額 77,101 円 

 未満までとし，１人目は１／２軽減となり，２人目以降は無料となります。  

※３歳未満児の２人目は，所得割課税額 57,700 円以上 169,000 円未満の世帯については，１／２軽減となります。 

 また，３歳未満児の３人目以降は，所得にかかわらず，無料となります。 
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（３）保育児童の推移 

１）保育所定員及び施設数表（表４） 

年 度 公立定員 私立定員 計 公立施設数 私立施設数 計 

H30 350 2,485 2,835 4 19 23 

R1 350 2,535 2,885 4 19 23 

R2 350 2,545 2,895 4 19 23 

R3 369 2,560 2,929 5 19 24 

R4 429 2,560 2,989 5 19 24 

R5 429 2,575 3,004 5 19 24 

 

２）年齢別入所児童数（表５）                 （各年４月１日現在） 

年度 

年齢 
H30 R1 R2 R3 R4 R5 

３歳未満児 1,099 1,086 1,066 1,055 1,077 1,120 

３ 歳 児 550 559 558 574 554 545 

４歳以上児 1,145 1,140 1,135 1,163 1,194 1,167 

計 2,794 2,785 2,759 2,792 2,825 2,832 

保育所への入所希望児童数は，保護者の就労機会の増加や保育料無償化の影響などにより 

一定の水準で推移しています。 

市では，令和２年度から令和６年度までを期間とする「第二期子ども・子育て支援事業計

画」に基づき，保育の必要量と適正な供給量を見込み対応しています。  

 

４． 私立幼稚園 

3 歳児（園により満３歳）から小学校就学までの幼児の教育を行い，年齢に相応しい適切な環境

を整え，心身の発達を促すための教育施設です。保育料は無料です。 

令和５年４月１日現在 

幼 稚 園 名 所 在 地 
利用 

定員 

園児数  

満 3 歳児 ３歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

勝田第一幼稚園 勝田本町 13-2 580 0 101 123 122 346 

勝田第二幼稚園 津田 1929 230 0 57 51 77 185 

明成幼稚園 高場 1135 270 － 49 50 66 165 

明成田彦幼稚園 田彦 1400-5 240 0 33 41 45 119 

栄光幼稚園 松戸町 1-16-10 450 0 122 137 125 384 

はなのわ幼稚園 東石川 2759-2 190 0 54 58 54 166 

合計 1,960 0 416 460 489 1,365 
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５．児童館 

屋内での活動を主とし，児童に健全な遊びを与え，その健康を増進し，又は情操を豊かにす

ると共に，母親クラブ，子ども会等の地域組織活動の育成，助長を図る等，児童の育成に関す

る機能を有する児童厚生施設であり，その状況は次のとおりです。 

（１）名称     那珂湊児童館 

（２）所在地    海門町 1 丁目６番９号 

（３）敷地面積   ５０１.４４㎡ 

（４）建築延面積  ３３８.４２㎡ 

（５）施設の部屋等 

図書室，集会室，遊戯室，湯沸室，トイレ，事務室，その他 

（６）職員 

館長（子ども政策課長兼務）       １名 

児童厚生員（会計年度任用職員）     ３名 

（７）利用状況（令和４年度） 

 月 利用児童数 一般利用 開館日数 

４ 103 120 25 

５ 115 146 23 

６ 143 187 26 

７ 170 189 25 

８ 85 113 26 

９ 171 207 24 

１０ 160 184 25 

１１ 116 164 24 

１２ 153 155 24 

１ 117 144 23 

２ 138 191 22 

３ 141 173 26 

 計 1,612 1,973 293 

 

６．子育て支援拠点 

   近年の少子化や核家族化の進展に伴い,地域で支えあう意識が薄まっている現状を踏まえ，

保育所あるいは公的施設内に子育て支援拠点施設を開設し，担当の保育士を配置し，地域の子

育て家庭に対する育児支援を行い，子育てに対する不安を気軽に相談したり，親と子どもの交

流を広げる場を提供しています。 

 （設置箇所）子育て支援センター １２箇所（公立２箇所・民間１０箇所） 

       非常設型       ２箇所（民間２箇所） 
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７．子育てサロン 

  子育て中の親子を中心とした地域住民が，気軽に・無理なく・楽しく・自由に集い，子育て

の相談や情報交換，趣味の活動等を通して子育てを楽しみ，仲間づくりを行うふれあい活動の

場です。 

 

 （設置サロン数） １６サロン 

 

 

８．ファミリー・サポート・センター 

   地域の子育てと高齢者の生活を支援するため，「援助をして欲しい方」と「お手伝いできる

方」を会員組織化して活動する相互援助組織で，以下のようなサポートを行っております。 

  ◆サポート内容 

［育児支援］ 

    ・保育所，幼稚園，学童クラブ等への送迎 

    ・買い物，外出，病気回復期等の際の子どもの預かり 

    ・産前産後における妊産婦のお世話，子どもの見守りまたは家事援助 

   ［生活支援］ 

    ・食事づくり，洗濯，掃除等 

    ・話し相手，安否確認等 

 

  ◆活動時間  午前７時から午後９時まで（12 月 28 日～翌年 1 月 5 日は除く） 

  ◆利 用 料  １時間あたり５００円 

 

（事務局）ひたちなか市社会福祉協議会（委託先） 

 

 



９.母子福祉
（１）母子・父子・寡婦福祉資金の概要（表８） 

事業開始資金 事業を始めるのに必要な費用 母子家庭の母・父子家庭の父 （  個    人  ）           ３,１４０,０００円  貸付の日から１年間

（店の設備，機械や材料，商品の購入等） 寡婦 （  団    体  ）           ４,７１０,０００円  措置期間経過後７年以内

母子福祉団体

事業継続資金 現在営んでいる事業を継続する費用 母子家庭の母・父子家庭の父 （  個    人  ）           １,５７０,０００円  貸付の日から６ヵ月間

（商品，材料購入，店の改造，拡張等） 寡婦 （  団    体  ）           １,５７０,０００円  措置期間経過後７年以内

母子福祉団体

修 学 資 金 ２０歳未満の児童が高等学校，大学，大学院， 母子・父子家庭の児童    高  校  公立  (自宅)  ２７,０００円
（月  額） 高等専門学校又は専修学校で修学するために 父母のない児童 専修（高等）  私立  (自宅)  ４５,０００円

必要な費用 寡婦が扶養している子  公立  (自宅)  ６７,５００円
（授業料，書籍代，交通費等）  私立  (自宅)  ８９,０００円

 公立  (自宅)  ６７,５００円
 私立  (自宅)  ９３,５００円  (自宅外)  １３１,０００円

 公立  (自宅)  ７１,０００円  (自宅外)  １０８,５００円

 私立  (自宅)  １０８,５００円  (自宅外)  １４６,０００円

　修士課程　 １３２，０００円
　博士課程　 １８３，０００円

技能習得資金 事業を始めたり，又は就職するために必要な知識技 母子家庭の母・父子家庭の父 （ 一般月額  ）         ６８,０００円  知識技能習得後１年

（月  額） 能を習得するための費用（訪問介護員，パソコン， 寡婦 （ 特別一括  ）       ８１６,０００円  措置期間経過後２０年以内

栄養士等） 自動車運転免許の取得  ４６０,０００円

修 業 資 金 ２０歳未満の児童が事業を始めたり就職するため 母子・父子家庭の児童 （  月    額  ）        ６８,０００円  知識技能習得後１年
（月  額） に必要な知識を習得するために必要な費用 父母のない児童 自動車運転免許の取得  ４６０,０００円  措置期間経過後６年以内 無利子

寡婦が扶養している子 （高校３年在学で就職を希望する者）

就職支度資金 父母又は２０歳未満の児童が就職するのに必要な費 母子家庭の母・父子家庭の父 （  一　　般  ）       １００,０００円  貸付の日から１年間

用（被服費等） 母子・父子家庭の児童 （  特    別  ）       ３３０,０００円  措置期間経過後６年以内

父母のない児童，寡婦

医療介護資金 １年以内の医療又は介護保険法に規定する保険給付 母子家庭の母・父子家庭の父 （  医　　療  ）      ３４０,０００円  医療又は介護期間満了後６ｶ月

に係るサービスを受けるために必要な費用 母子・父子家庭の児童 （  特    別  ）      ４８０,０００円  措置期間経過後５年以内

寡婦 （　介    護  ） 　   ５００,０００円

生 活 資 金 父母が①知識技能を習得している間②医療もしくは 母子家庭の母・父子家庭の父 （①技能習得）習得期間満了後６ｶ月を経過するまで
（月  額） 介護を受けている間③母子家庭又は父子家庭になっ 寡婦 （  一般月額  ）        １０５,０００円         　    措置期間経過後２０年以内

て７年未満④失業して１年以内の生活を安定・継続 （技能習得月額）        １４１,０００円 （②医療又は介護）期間満了後６ｶ月を経過するまで
するために必要な生活費  父母が生計中心者でないとき  　           措置期間経過後５年以内

（  月    額  ）          ６９,０００円 （③７年未満の者）期間満了後６ｶ月を経過するまで
③④については，おおむね６ヵ月以内に経済的自立   　           措置期間経過後８年以内
が見込める方。 （④失業中の者） 貸付終了後６ｶ月を経過するまで

 　           措置期間経過後５年以内

住 宅 資 金 住宅の建設，購入，補修，保全，改築，又は増築 母子家庭の母・父子家庭の父 （通常時 ）     １,５００,０００円  貸付の日から６ヵ月間

するために必要な費用 寡婦 （特別貸付 ）   ２,０００,０００円  措置期間経過後６年以内（特別は７年以内）

転 宅 資 金 住居を移転するため住宅の賃借に際し，必要な費 母子家庭の母・父子家庭の父  貸付の日から６ヵ月間

用（敷金等） 寡婦                        ２６０,０００円  措置期間経過後３年以内

就学支度資金 ２０歳未満の児童が小学校，中学校，高校，大学 母子・父子家庭の児童  小学校　 　                 ６４,３００円 就学終了後６ヵ月
及び修業施設に入学，入所するのに必要な費用（被 父母のない児童  中学校　             　     ８１,０００円 （就　学）措置期間経過後２０年以内
服費等） 寡婦が扶養している子  国公立高校・専修（一般）　１６０,０００円 （修　業）措置期間経過後５年以内

 私立高校・専修（高等）　　４２０,０００円　　 無利子
※他の機関と同種の資金との併用は不可  国立大学・国立専修（専門）４２０,０００円

 私立大学・私立専修（専門）５９０,０００円
※自宅通学の場合は10,000円差引いた額
 国立大学院    　　      　３８０,０００円   
 私立大学院　　　　　　　　５９０,０００円

結 婚 資 金 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童が婚 母子・父子家庭の児童  貸付の日から６ヵ月間

姻に際し必要な費用                        ３００,０００円  措置期間経過後５年以内

  ※この資金の償還に当たり滞納があった場合，年３.０％の違約金が徴収されますので計画的に活用してください。

   大  学

就学修了後６ヵ月
措置期間経過後２０年以内

 　大学院

専修学校（一般過程）      　　４９，５００円

R2
貸     付     金    の    限    度

R1

専修（専門）

   短  大
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無利子

 (自宅外)  ３４,５００円

 (自宅外)  ５２,５００円

 (自宅外)  ７８,０００円

 (自宅外)  １２６,５００円

 (自宅外)  ９６,５００円

貸付金の種類 貸     付     金     内     容 貸  付  の  対  象

（令和５年４月）
利  用  件  数

措  置  期  間 ・ 償  還  期  限 利  子

保証人有：
無利子
保証人無：
年1％

保証人有：無利子

保証人無：年1％

児童：保証人の

有無に係わらず

無利子

保証人有：
無利子
保証人無：
年1％

保証人有：
無利子
保証人無：
年1％

保証人有：
無利子
保証人無：
年1％

保証人有：
無利子
保証人無：
年1％

保証人有：
無利子
保証人無：
年1％

保証人有：
無利子
保証人無：
年1％

保証人有：
無利子
保証人無：
年1％
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（２）ひとり親家庭相談 

県は，ひとり親家庭の身の上相談・福祉の増進を図るため，母子・父子自立支援員を置い

ています。 

 

区  分 場  所 電  話 

母子・父子自立支援員 
福祉相談センター  

地域福祉課 
０２９(２２６)１５１３ 

 

 

１０．子育て支援センターふぁみりこ 

子育て支援の拠点として子育て家庭が安心して集える場の提供のほか，子育て家庭に対する

育児不安等についての相談事業，子育てに関する情報の発信や地域の子育てサロンへの支援等

を行っています。 

（１）あそびのひろば 

火曜～日曜日  午前９時から午後４時（月曜定休。月曜が祝日の場合は翌火曜が定休となる） 

令和４年度   開所日数         ３０７日 

利用登録者数    ２２，７４９人 

利用者数      １４，５３５人 （平均４７人／日） 

 

（２）子育て相談（電話相談・来所相談・保育士による相談） 

火曜～日曜日  午前９時から午後４時（月曜定休。月曜が祝日の場合は翌火曜が定休となる）

令和４年度   相談件数   １９７件 

 

（３）所在地 

ひたちなか市石川町１１－１（子育て支援・多世代交流施設内） 

 

 

１１．子育て支援センターひまわり 

子育て家庭の親と子どもが気軽に集い，相互に交流を深める場を提供しています。また，育

児不安等についての相談事業を行っています。 

（１）あそびのひろば 

月曜～金曜日 午前１０時から１２時，午後１時から４時 

令和４年度  開所日数         ２４３日 

        利用登録者数      ３１７人 

        利用者数     延２，２８４人（平均９人／日） 

（２）子育て相談（電話相談・来所相談・保育士による相談） 

月曜～金曜日  午前１０時から午後４時 

  相談件数         ７２件 

 

（３）所在地 

  ひたちなか市津田１９５０－１（ひたちなか市立つだ保育所内） 


